
工場、事業場排出水汚染状況調査

水質部工場排水科

公共用水域の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法（上乗せ排水基準を含む）により、特定の工場および事業

場から公共用水掛こ排出される水については、一律の排水基準が設定されている0本県では、さらに必要に応じて法

令の規制外のものであっても、きびしく排出水の検査、規制、手旨導を行い、昭和50年度の排水基準超過事業場割合

は26．5停まで低下した。49年度および50年度に工場排水糾において、一時停止命令、改善命令などの行政措置

の基礎となった検査結果は次のとおりである0

1　規制対象事業場数

まず、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）

に基づく県内の届出事業場数および規制対象数をみると

Ta．bleIのとおりである。

、規制対象数T a b l e I　 届 出 数 お よ び 規 制 対 象 数

届　　 出　　 数 規　 制　 対　 象　 数

昭 和 5 0 年 昭 和 5 1 年 昭和 5 0 年 昭 和 5 1 年

3 月 末現 在 3 月 末 現 在 3 月 末 現 在 3 月 末 現 在

県 5，7 2 4 5 ，9 1 2 1，0 5 0 1，0 8 8

政 令 市 6 4 9 7 4 2 2 2 7 2 0 9

計 6，3 7 3 6，6 5 4 1，2 7 7 1，2 9 7

昭和49年5月1日より川口、浦和、大官の三市は、

水質汚濁防止法第28条に基づく政令市となり、知事の

権限に属する事務が委任された一方、12月1日より水

質汚濁防止法施行令の一部改正により旅館業および有害

物賀等か含有されることの多い試験研究機関が特定施設

となり、県、政令市を合せて特定施設を設置している工

場、事業場は48年度末より1，527カ所増えて、6，373

カ所となった。届出数にくらべて規制対象数の少ないの

は、カソリンスタント、豆腐製造業、グリーニンク業等

の小規模事業場が届出の過半数を占め、排水基準が適用

されるにいたらないものが多いためである。

2　排水検査事業場数

49年度は403カ所の排水検査を実施した。　水質

規制課と保健所実施分を含めての県全体では880カ所

であったから全体の45＿8多分担したことになる0

50年度においては551カ所の排水検査を実施した0

これは前年度の403カ所に対し367ヲ右上まわる数で

あり規制か強化されたことをうらづけている○　また50

年度において県全体では1－090カ所であったから全体

の50＿6軒分担したことになる。検体数、検査項目総数

は、TableⅡのとおりである。

TableⅡ　検体数および検査項目総数

立入検査 排水検査
検 体 数

検査項 目

事業場数 事業場数 総　　 数

4 9 年度 5 3 2 4 0 3 4 9 9 1，6 4 4

5 0 年度 5 6 9 5 5 1 6 5 1 1，8 8 7

3　検査結果と措置

行政措置の対象となる定例的抜打検査を行った工場、

事業場のうち排水基準を超えていたものすべてに対して

水質規制課はTableⅡのとおり一時停止命令1カ所を含

むきびしい措置を講じた。排水基準を超えた事業場数の

割合いは年々低下しているが、50年度はさらに265

褒にまで低下した。これは規制強化や指導の効果があら

われていることを示している。排水基準超過を項目別に

みるとTableⅣの慣であった。

Tab‡eⅢ　検査結果と措置の内訳

項 目

年 度

排水検査

事業場数

排水基準超

過事業場数

左に軍 す る行政措 置内訳

一時停止

命 令

改 善

命 令

改 善

勧 告
注　 意

4 9 年度 4 0 3
1 5 4 ロ 4 2 7 8 3 3

（38 2痺） （0 2の （10 4の （19 4の （8 2痴）

5 0 年度 5 5 1
1 4 6 ロ 2 6 8 0 3 9

（2 6 5痴） （0 2 9乙） （ 4 79岩） （14 5の （7 1多）

T己bleⅣ　排水基準超過の項目別内訳
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排水基準は、工場、事業場排出口における排出水の水

質基準で、水質汚濁防止法に基づく総理府令で全国一律

に定めらわているが、本県では、「上乗せ基準条例」に

ょり、BOD。SS等についてこれよりきびしくTable

vのとおり定めている。なお水質汚濁防止法施行令の一

部改正（昭和50年2月3日付政令第13号）により昭

和50年3月1日からPC－∋があらたに規制物質に加え

られた。

T a b l e V　 埼 玉 県 に お け る 排 水 基 準

　　　　　 項 目

分

　 B O D

（蓋 票 芸 芸 笠 ）

S S （浮 遊 物 質 量 ）

7 二L ノ

－ ル 類
含 有 量

区　　 と 玄 業　 へ い 獣 取 扱 業
8 0 （日間 平 均 6 0 ） 2 0 0 （日間 平 均 1 5 0 ） 5

し　 尿　 処　 理　 施　 設

（処 理 対 象 人 員 5 0 0 人 以 下 の

大 層 菅 皆 ㍗ 2（㌔慌 叉 琴
6 0 2 0 0 （　 〝　 1 5 0 ） 5

貝

そ　 の　 他 3 0 2 0 0 （　 〝　 1 5 0 ） 5

下　 水　 道　 終　 末　 処　 理　 施　 設 日間 平 均 2 0 日間 平 均　 7 0 5

豚 房 （総 面 積 5 0 ぱ 以 上 ）

冨 雲 … ： 喜 3 3 雲 岩 圭 主

既　 設　 の　　 も　 の 1 6 0 （日間 平均 1 2 0 ） 2 0 0 （日 間平 均 1 5 0 ） 5

新　 設　 の　　 も　 の 8 0 （　 〝　　 6 0 ） 1 5 0 （　 〝　 1 2 0 ） 5

上 置

記 す

以 る

外 工

の 場
特 車

定 業

施 場

設

を

設

利 根 川 水 域 （ 中 流 ）

荒 川 水 域 （ 上 流 ）

に 排 水 す る も の

既

設

の
も

の

食 料 品　 製 造 業 1 1 0 （　 〝　　 9 0 ） 6 0 （ ／／　　 5 0 ） ロ

整 童 警 ｝ヒ肇 聖 葉 1 0 0 （　 〝　　 8 0 ） 6 0 （　 〝　　　 5 0 ） ロ

そ　　　 の　　　 他 4 0 （　 〝　　 3 0 ） 6 0 （　 〝　　 5 0 ） ロ

新　 設　 の　　 も　 の 2 5 （　 〟　　 2 0 ） 6 0 （　 〝　　　 5 0 ） 1

そ の 他 の 水 域 に 排 水 す る

も の

既　 設　 の　　 も　 の 1 5 0 （　 〝　 1 2 0 ） 1 8 0 （　 〝　 1 5 0 ） 1

新　 設　 の　　 も　 の 2 5 （　 〝　　 2 0 ） 9 0 （　 〝　　 7 0 ） 1

有　　 害　　 物　　 質 生　 活　 環　 境　 項　 目

ヵ ド ミ　ウ ム 及 び そ の 化 合 物 カ ド ミ ウ ム　　　 0 1
水 素 イ オ ン 濃 度

量 ル マ ル へ キ 詣 鮎 誓 書 豊 亨

孟 ル マ で 蒜 晶 蒜 品 籠 簸 讐 雲 量 亨

銅 含 有 量

亜 鉛 含 有 量

5 8 ～ 8＿6

5

3 0

3

5

シ　 ア　 ン　 化　 合　　 物 シ　 ア　 ン　　　 1

有　 機 リ　 ン　 化　 合　 物 ロ

鈴　 及　 び　 そ　 の　 化　 合　 物 鉛　　　　　　 1

6　 価 ク　 ロ　 ム　 化　 合　 物 6 価 ク ロ ム　　　 0 5
溶　 解　 性　 q　 鉄　 含　 有　 量 1 0

ヒ　 素 及 び そ　 の 化 合　 物 ヒ　　　 素　　 0 5 溶 解 性 マ　 ン ガ ン 含 有 量 1 0

水 銀 及 び ア ル キ ル 水 銀

そ の 他 の 水 銀 化 合 物

ァ ル キ ル 水 銀 化 合 物

水　　　 銀　　　 0 0 0 5 ク　　 ロ　　 ム　 含　 有　 量 2

検 出 さ れ な い こ と （定 量

限 界 0 0 0 0 5 末 儲 ）
フ ッ 素 含 有 量

大 腸 菌 群 数 （ 1 c諺に つ き 個 ）

　　 1 5

日 間 平 均　 3 ，0 0 0
P C B P C B　　　　　 O O O 3

水素イオン濃度と大腸菌群数のほかは1リットル中のミリクラム教である0
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